
1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
13 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
14
15

就労証明書等の発行 事務作業全般

会計年度任用職員の人事評価 事務作業全般
職員人事関連庶務 事務作業全般

会計年度任用職員の各種休暇管理 事務作業全般

議員研修講師調整 庁外調整・会議
議員研修開催準備 事務作業全般
会計年度任用職員の任用及び次年度採用

議員の身分に関する事項の管理 事務作業全般

会計年度任用職員の報酬及び期末勤勉手当支払 伝票処理・契約事務
事務作業全般

議員互助会運営の補助 事務作業全般
議員研修テーマ募集・調整 庁内調整・会議

7月 8月 9月
10

月

11

月

議員共済会に関する事務 事務作業全般
会派構成の管理 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月4月 5月 6月

議員・職員・会計年度任用職員の身分、福利厚生、研修等に関する事務

 議員の身分に関する事項や会派の管理、議員共済会に関する事務、議員互助会の活動の

補助、議員の研修を行います。

 制度の趣旨を踏まえた適正な会計年度任用職員の任用、報酬等に関する事務手続きを迅

速かつ適正に行います。

 職員及び会計年度任用職員の人事、服務、福利厚生、研修等に関する事務を行います。

議会事務局 議会事務局



・茅ヶ崎市議会基本条例

（会派）

第７条 議員は、議会活動を行うため、複数の議員で構成する会派を結成することができ

る。

２ 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動するものとす

る。

３ 会派は、議会の円滑な運営に努めるとともに、政策立案、政策提言等に関し、必要に

応じて他の会派との合意形成に努めるものとする。

（議員研修）

第１８条 議会は、議員の政策立案能力等の向上のため、議員研修の充実強化を図るもの

とする。

（議会事務局）

第１９条 議会は、議会の政策立案機能の向上のため、議員の政策立案活動を補助する議

会事務局の調査及び法務に関する機能の充実を図るものとする。

・茅ヶ崎市議会事務局設置条例

・茅ヶ崎市議会事務局規程

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

交際費のホームページへの公開 周知・広報
議⾧賞の交付（所管課からの依頼） 事務作業全般

議⾧公務の随行 事務作業全般
議⾧公務のホームページ・フェイスブックでの情報発信 周知・広報
交際費支払い等 伝票処理・契約事務

議⾧公務の管理 庁内調整・会議
議⾧公務に付随する事務 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

議会及び議⾧の儀式、交際等に関する事務

 議⾧が議会を代表して出席する公務のスケジュール及び経費の管理並びに公務の補助業

務を行うとともに、公務の随行も行います。

議会事務局 議会事務局



・茅ヶ崎市議会議⾧交際費支出基準

１ この基準は、市議会議⾧交際費（以下「交際費」という。）の支出基準及び取扱い手

続き等について定めることを目的とする。

２ 交際費は、議⾧が市議会を代表して対外的に公的な交際をするための経費であって、

その支出区分は別表のとおりとする。

３ 交際費の支出手続きは、茅ヶ崎市財務規則の規定に基づきこれを行う。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

他自治体議会からの視察への対応 庁内調整・会議

ゆかりのまちとの交流 庁外調整・会議
近隣市町議会との交流・連携 庁外調整・会議

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

ゆかりのまち等との交流に関する事務

 ゆかりのまちなどとの交流や藤沢市議会、寒川町議会との交流・連携及び他市議会から

の視察の受け入れを行います。

議会事務局 議会事務局



・茅ヶ崎市議会議⾧交際費支出基準

１ この基準は、市議会議⾧交際費（以下「交際費」という。）の支出基準及び取扱い手

続き等について定めることを目的とする。

２ 交際費は、議⾧が市議会を代表して対外的に公的な交際をするための経費であって、

その支出区分は別表のとおりとする。

３ 交際費の支出手続きは、茅ヶ崎市財務規則の規定に基づきこれを行う。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■
5 ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

議⾧旅費支払事務 伝票処理・契約事務
議員市県民税情報更新 伝票処理・契約事務
市議会議員共済会負担金事務 伝票処理・契約事務

議員報酬支払事務 伝票処理・契約事務
期末手当支払事務 伝票処理・契約事務

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

議員報酬、費用弁償等に関する事務

 議員への報酬及び期末手当を支給するとともに、議⾧旅費、市議会議員共済会負担金の

支払いを行います。

議会事務局 議会事務局



・茅ヶ崎市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

（議員報酬）

第１条 議会の議⾧、副議⾧及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議⾧ 月額 ５７７，０００円

副議⾧ 月額 ４９９，０００円

議員（常任委員⾧及び運営委員⾧） 月額 ４７３，０００円

議員 月額 ４６７，０００円

２ 前項の規定により支給する議員報酬は、毎月２１日までに支給する。

（費用弁償）

第2条 議⾧、副議⾧及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として別表第１及び

別表第２により算定した額のほか、一般職の職員の例により算定した額の旅費を支給す

る。

２ 前項に定めるもののほか、費用弁償の額及びその支給方法については、一般職の職員

に支給する旅費の例による。

（期末手当）

第３条 議⾧、副議⾧及び議員で６月１日及び１２月１日（以下この条においてこれらの

日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する者に対しては、期末手当を支給する。これ

らの基準日前１箇月以内に、辞職、死亡等によりその職を離れた者（当該基準日において

この項前段の規定の適用を受ける者を除く。）についても、同様とする。

・市議会議員共済会事務負担金規程

第一条

（事務負担金の額）

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第五十六号。以下 「廃

止法」 という。 ）附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた

廃止法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条第三項の規定による市議会議

員共済会（以下「共済会」という。 ）の事務に要する費用（以下「事務負担金」という。

）は、第二条により決定された額に、毎年四月一日現在における各市の市議会議員の定数

を乗じて得た額とする。

第四条

（事務負担金の徴収方法）

市議会議員共済会会⾧（以下「会⾧」という。 ）は、第二条により事務負担金の基準額が

決定したときは、毎年四月末日までに各市議会議⾧及び市⾧に、徴収通知を添付のうえ、

当該市の事務負担金額を通知するものとする。

第五条

（事務負担金の納付期限）

事務負担金は、毎年九月末日までに共済会に納付するものとする。

あり



1 ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■
4 ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

収支報告確認・精算事務 伝票処理・契約事務
情報公開事務 事務作業全般

交付事務 事務作業全般
政務活動費使途等補助事務 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

政務活動費に関する事務

 議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派

に対し政務活動費の交付を行います。

議会事務局 議会事務局



・地方自治法

第100条

１４ 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その

他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、

政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、

額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定め

なければならない。

１５ 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当

該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議⾧に提出するものとする。

・茅ヶ崎市議会政務活動費交付条例

（趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号)第１００条第１４項及び第１

５項の規定に基づき、茅ヶ崎市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費

の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定

めるものとする。

（交付の対象）

第２条 政務活動費は、茅ヶ崎市議会における会派（所属議員が１人の場合を含む。以下

「会派」という。）に対して交付する。

（交付額及び交付の方法）

第３条 政務活動費は、月額４０，０００円に各月の１日（一般選挙が行われた日の属す

る月の翌月にあっては、１０日。以下「基準日」という。）における当該会派の所属議員

数を乗じて得た額を半期(4月から9月まで及び10月から翌年の3月までをいう。以下同じ。)

ごとに交付する。

２ 政務活動費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、

半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期が満了する日の属する月までの月

数分を交付する。

３ 一の半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月

の翌月分（その日が基準日に当たる場合は、当月分）から政務活動費を交付する。

５ 政務活動費は、各半期の最初の月の末日（以下「交付日」という。）に交付する。

・茅ヶ崎市議会政務活動費交付条例施行規則

（交付等の申請）

第２条 茅ヶ崎市議会における会派（以下「会派」という。）の代表者は、政務活動費の

交付を受けようとするときは、政務活動費交付申請書（第1号様式）により市⾧が別に定め

る期日までに議⾧を経由して市⾧に申請しなければならない。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

資料作成補助事務 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

各派代表者会議の開催補助に関する事務

 議⾧より各会派の代表に意見を聴取する場である各派代表者会議について、資料作成な

ど議⾧の補佐を行います。

議会事務局 議会事務局



なし



1 ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■
8 ■ ■
9 ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11
12
13
14
15

厚木基地周辺市議会基地対策協議会会議 庁外調整・会議
照会に対する回答事務 事務作業全般

湘南地方市議会議⾧会各部会（庶務、議事、調査）事務 庁外調整・会議
全国自治体病院経営都市議会協議会会議 庁外調整・会議
厚木基地騒音対策協議会会議 庁外調整・会議

関東市議会議⾧会会議、研修 庁外調整・会議
神奈川県市議会議⾧会会議、研修 庁外調整・会議
湘南地方市議会議⾧会会議、研修 庁外調整・会議

各議⾧会負担金等支払事務 事務作業全般
全国市議会議⾧会会議、研修 庁外調整・会議

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

議⾧会等に関する事務

 各議⾧会（全国市議会議⾧会、関東市議会議⾧会、神奈川県市議会議⾧会、湘南地方市

議会議⾧会）等の会議や研修に関する議⾧や議員の出席調整及び随行、並びに照会に対す

る回答、各議⾧会の調査研究に関する事務を行います。

 各議⾧会活動等に要する各種負担金の支払いを行います。

議会事務局 議会事務局



・全国市議会議⾧会会則

第１条 本会は、全国市議会議⾧会といい、全国各市議会の議⾧を会員とする。

第２７条 本会の経費は、各市議会の負担金、寄附金その他の収入をもってこれにあて

る。

２ 各市議会の負担金は、毎年度予算で定める。ただし、負担金の基準の変更は総会の議

を経なければならない。

・全国市議会議⾧会会則施行規則

第１０条 本会各市負担金の基準は、均等割及び人口割とし、その額は次のとおりとす

る。

（人口）            （均等割） （人口割） （負担金）

２００千人以上～３００千人未満 ２６１千円 ６６４千円 ９２５千円

・関東市議会議⾧会会則

第１条 この会は、関東市議会議⾧会という。

第２条 この会は、東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、茨城、栃木、山梨の各都県の市議

会の議⾧をもって組織する。

第２６条 この会の経費は、各市の負担金及びその他の収支をもってあてる。

２ 前項の各市負担金は、毎年度予算で定める。

３ 定期総会の事務費負担金、臨時総会及び理事会、その他の会議の経費はその都度会⾧

が定める。

・神奈川県市議会議⾧会会則

第１条 この会は、神奈川県市議会議⾧会という。

第２条 この会は、神奈川県下各市議会の議⾧および副議⾧をもって組織する。

・湘南地方市議会議⾧会規約

第１条 この会派、湘南地方市議会議⾧会と称し、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、

茅ヶ崎市、南足柄市の各市議会議⾧をもって組織する。

あり



1 ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

叙位・叙勲の推薦 事務作業全般
議⾧会表彰者の推薦・表彰伝達 事務作業全般

春秋叙勲候補者の推薦 事務作業全般
高齢者叙勲、死亡叙位・叙勲の申請・伝達 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

議員の表彰等に関する事務

 議員及び元議員の叙勲、議⾧会表彰、自治功労彰等の受章について、議員の経歴等を管

理し、手続を行います。

議会事務局 議会事務局



・日本国憲法

第７条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行

ふ。

７ 栄典を授与すること。

・全国市議会議⾧会表彰規程

第１条  次の各号の１に該当する者はこれを表彰する。

 １ ４年以上市議会正副議⾧の職にある者又はあった者。なお、市議会正副議⾧として

８年以上、１２年以上、１６年以上、２０年以上、２４年以上、２８年以上及び３２年以

上その職にある者又はあった者は特別表彰を行う。

 ２ １０年以上及び１５年以上市議会議員の職にある者又はあった者。なお、市議会議

員として２０年以上、２５年以上、３０年以上、３５年以上、４０年以上、４５年以上及

び５０年以上その職にある者又はあった者は特別表彰を行う。

・茅ヶ崎市表彰条例

（趣旨）

第１条 この条例は、市政各般にわたって市政の発展若しくは公共の福祉の増進に貢献し

たもの又は広く市民の模範となるものの表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

（表彰の種類）

第２条 表彰は、一般表彰、職員表彰、教職員表彰及び自治功労彰とする。

（自治功労彰）

第６条 自治功労彰は、次の各号のいずれかに該当する者で、市政の発展又は公共の福祉

の増進に貢献し、その功績が特に顕著と認められるものに対して行う。

 (1) 市⾧として満８年以上在職し、退職した者

 (2) 副市⾧又は教育⾧として満１０年以上在職し、退職した者

 (3) 市議会の議員として満１２年以上在職した者

 (4) 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員、監査委員、農業委

員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員として満１５年以上在職したもの

 (5) その他市⾧が特に表彰の必要があると認める者

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

情報公開に係る請求への対応 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

情報公開に関する事務

 情報公開に係る請求への対応を行います。

議会事務局 議会事務局



・茅ヶ崎市情報公開条例

（定義）

第３条 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得

した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の

職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次

に掲げるものを除く。

 (1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるも

の

 (2) 茅ヶ崎市公文書等管理条例（令和２年茅ヶ崎市条例第３号）第２条第４項に規定す

る特定歴史公文書等

 (3) 図書館、美術館その他これらに類する施設等において、当該施設等の設置等の目的

に応じて収集され、整理され、及び保存されている図書、記録、図画その他の資料

２ この条例において「実施機関」とは、市⾧、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公

平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

（行政文書の公開を請求する権利）

第４条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の管理

する行政文書の公開を請求することができる。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

他市議会との情報共有・連携 庁外調整・会議
全国市議会議⾧会との情報共有・連携 庁外調整・会議
保有個人情報に係る開示請求等への対応 事務作業全般

個人情報保護に関わる適切な運用 事務作業全般
執行部との情報共有・調整 庁内調整・会議

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

個人情報保護に関する事務

 国において個人情報の保護に関する法律（以下「法律」という。）を改正し、地方公共

団体の個人情報保護制度について法律において全国的な共通のルールが規定されたもの

の、議会については総則規定を除き一部適用除外とされています。法律の施行日である令

和５年４月１日以降も引き続き個人情報保護制度の運用を適切に行うため、執行部と情報

共有を図りながら、また、全国の議会が共通の状況下にあるため他市議会や全国市議会議

⾧会とも連携しながら、法律とほぼ同じ内容の制度設計となる「茅ヶ崎市議会の個人情報

の保護に関する条例（以下「条例」という。）」を制定し、法律と同様に令和５年４月１

日から施行しました。

 条例施行後は、安定的な個人情報保護制度の運用を図ることができるように執行部と情

報共有を図りながら、引き続き、適切な個人情報の取扱いを行います。

 また、保有個人情報に係る開示請求等への対応を行います。

議会事務局 議会事務局



・個人情報の保護に関する法律

 （目的）

第一条 この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大しているこ

とに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その

他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等

を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて

遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機

関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活

用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するもので

あることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的

とする。

 （定義）

第二条 略

１１ この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 行政機関

  二 地方公共団体の機関（議会を除く。次章、第三章及び第六十九条第二項第三号を

除き、以下同じ。）

・茅ヶ崎市議会の個人情報の保護に関する条例

 （目的）

第１条 この条例は、茅ヶ崎市議会（以下「議会」という。）における個人情報の適正な

取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利

用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営

を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 （開示請求権）

第１８条 何人も、この条例の定めるところにより、議⾧に対し、議会の保有する自己を

本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人（以下この

章において「代理人」と総称する。）は、本人に代わって前項の規定による開示の請求

（以下この章及び第４８条において「開示請求」という。）をすることができる。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

会議招集・通知作成 通知等発送

議会運営等の検討 議会運営委員会

7月 8月 9月
10

月

11

月

先進事例の調査 現場調査・訪問
検討用資料等の作成 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月4月 5月 6月

議会運営等に関する事務

議会運営に必要な事務や各種課題の改善、改革など適宜検討を行います。

議会事務局 議会事務局



・地方自治法

第１０９条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別

委員会を置くことができる。

３ 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

 (1) 議会の運営に関する事項

 (2) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

 (3) 議⾧の諮問に関する事項

・茅ヶ崎市議会委員会条例

（議会運営委員会の設置等）

第６条 議会に議会運営委員会を置く。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■
9
10
11
12
13
14
15

定例会の運営に関する事務

議会事務局 議会事務局

年４回招集される定例会の運営を行います。

議案説明 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

会議日程等各資料作成 事務作業全般
会場設営 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

周知・広報

会議運営の協議 議会運営委員会
会議招集・通知作成 通知等発送
本会議 本会議
議案の審査 常任委員会
議案の議決結果の公表



あり

・地方自治法

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

第１０２条 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。

２ 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。

第１０９条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別

委員会を置くことができる。

２ 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、

議案、請願等を審査する。

３ 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

 (1) 議会の運営に関する事項

・茅ヶ崎市議会定例会条例

茅ヶ崎市議会定例会は、毎年４回とする。

・茅ヶ崎市議会定例会規則

茅ヶ崎市議会定例会は、毎年３月、６月、９月及び１２月に招集する。ただし、特に必要

があるときは、これを変更することができる。

・茅ヶ崎市議会委員会条例

(常任委員会の設置)

第2条 議会に常任委員会を置く。

(議会運営委員会の設置等)

第6条 議会に議会運営委員会を置く。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9
10
11
12
13
14
15

臨時会の運営に関する事務

議会事務局 議会事務局

必要がある場合において招集される臨時会の運営を行います。

議案説明 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

会議日程等各資料作成 事務作業全般
会場設営 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

周知・広報

会議運営の協議 議会運営委員会
会議招集・通知作成 通知等発送
議案の議決 本会議
議案の審査 常任委員会
議案の議決結果の公表



あり

・地方自治法

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

第１０２条 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。

３ 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

第１０９条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別

委員会を置くことができる。

２ 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、

議案、請願等を審査する。

３ 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

 (1) 議会の運営に関する事項

・茅ヶ崎市議会委員会条例

（常任委員会の設置）

第２条 議会に常任委員会を置く。

（議会運営委員会の設置等）

第６条 議会に議会運営委員会を置く。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

議決事件の処理に関する事務

議会事務局 議会事務局

定例会又は臨時会で議決した案件（事件）の処理を行います。

議決謄抄本の交付 事務作業全般

9月
10

月

11

月

議決条例等の送付 事務作業全般
会議結果の報告 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



あり

・地方自治法

第１６条 普通地方公共団体の議会の議⾧は、条例の制定又は改廃の議決があつたとき

は、その日から３日以内にこれを当該普通地方公共団体の⾧に送付しなければならない。

第１２３条

４ 議⾧は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記

録をもつて作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は当

該事項を記録した磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録するこ

とができる物を含む。）を添えて会議の結果を普通地方公共団体の⾧に報告しなければな

らない。

（予算の送付及び公表）

第２１９条 普通地方公共団体の議会の議⾧は、予算を定める議決があつたときは、その

日から３日以内にこれを当該普通地方公共団体の⾧に送付しなければならない。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■
9
10
11
12
13
14
15

請願・陳情の処理に関する事務

議会事務局 議会事務局

請願・陳情の処理を行います。

請願・陳情の取扱い協議 議会運営委員会

9月
10

月

11

月

請願・陳情の受付 申請等受付
請願・陳情一覧表等の作成 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務作業全般

請願・陳情の審査 常任委員会
意見書作成・議案提出 事務作業全般
請願の議決 本会議
請願・陳情の送付 事務作業全般
意見書の送付



あり

・地方自治法

第１２４条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書

を提出しなければならない。

第１２５条 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の

⾧、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委

員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置すること

が適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結

果の報告を請求することができる。

・茅ヶ崎市議会会議規則

（請願一覧表の作成及び配布）

第１４３条 議⾧は、請願書を受理したときは、請願一覧表を作成し、議員に配布するも

のとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

会議録等の調製に関する事務

議会事務局 議会事務局

本会議、常任委員会その他各種会議の会議録等の作成を行います。

9月
10

月

11

月

速記反訳の委託 伝票処理・契約事務
会議録等の調製 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



あり

・地方自治法

第１２３条 議⾧は、事務局⾧又は書記⾧（書記⾧を置かない町村においては書記）に書

面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することがで

きない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。以下この条及び第２３４条第５項において同じ。）により会議録を作成させ、並びに

会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。

・茅ヶ崎市議会委員会条例

（記録）

第２３条 委員⾧は、会議の概要、会議に出席した委員の氏名その他の事項を記載した記

録を職員に作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。



1 ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

会議録検索システムの管理運用に関する事務

議会事務局 議会事務局

会議録検索システムの管理運用を行います。

元データの管理 事務作業全般

9月
10

月

11

月

システム管理運用業務の委託 伝票処理・契約事務
データ作成業務の委託 伝票処理・契約事務

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



あり

・茅ヶ崎市議会基本条例

（説明責任等）

第１０条

２ 議会は、議会活動についての情報を市民に積極的に提供するものとする。

（広報広聴の充実）

第２２条 議会は、第１０条第１項の責務を果たすとともに、市政及び議会活動について

の市民の関心を高めるため、多様な手段を活用し、広報の充実を図るものとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

広報・広聴に関する事務

議会事務局 議会事務局

議会だよりの編集・発行、議会報告会・意見交換会の開催、その他議会の広報広聴に関わ

る運営を行います。

広報広聴委員会
意見交換会開催 イベント開催

議会だより編集 広報広聴委員会

9月
10

月

11

月

議会だより作成業務委託 伝票処理・契約事務
議会だより原稿作成 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

意見交換会資料作成 事務作業全般
意見交換会内容協議



あり

・地方自治法

第１００条

１２ 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又

は調整を行うための場を設けることができる。

・茅ヶ崎市議会基本条例

（市民参加）

第８条 議会は、議会活動について市民に説明等を行うための議会報告会を開催するとと

もに、市民の意見を議会活動に反映することができるよう市民との意見交換の機会を設け

るものとする。

（説明責任等）

第１０条

２ 議会は、議会活動についての情報を市民に積極的に提供するものとする。

（広報広聴の充実）

第２２条 議会は、第１０条第１項の責務を果たすとともに、市政及び議会活動について

の市民の関心を高めるため、多様な手段を活用し、広報の充実を図るものとする。

・茅ヶ崎市議会会議規則

第１６８条 法第１００条第１２項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又

は調整を行うための場（次項において「協議等の場」という。）を次の表のとおり設け

る。

・茅ヶ崎市議会広報広聴委員会規程

(所掌事項)

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

 (1) 茅ヶ崎市議会だよりの編集に関すること。

 (2) 議会ホームページに関すること。

 (3) 議会報告会及び意見交換会の企画、運営等に関すること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

議会事務局 議会事務局

ホームページの管理に関する事務

市議会ホームページの管理運用を行います。

4月 5月

市議会からの情報発信 周知・広報

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

運営方法等の内容協議 広報広聴委員会

ホームページの管理 周知・広報



あり

・地方自治法

第１００条

１２ 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又

は調整を行うための場を設けることができる。

・茅ヶ崎市議会基本条例

（説明責任等）

第１０条

２ 議会は、議会活動についての情報を市民に積極的に提供するものとする。

（広報広聴の充実）

第２２条 議会は、第１０条第１項の責務を果たすとともに、市政及び議会活動について

の市民の関心を高めるため、多様な手段を活用し、広報の充実を図るものとする。

・茅ヶ崎市議会広報広聴委員会規程

(所掌事項)

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

 (2) 議会ホームページに関すること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

議会事務局 議会事務局

ＳＮＳ等の管理に関する事務

フェイスブック・ＹｏｕＴｕｂｅの管理運営を行います。

4月 5月

ＹｏｕＴｕｂｅの管理 周知・広報

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

議会報告会資料作成 事務作業全般
議会報告会内容協議 広報広聴委員会
議会報告会（YouTubeによる配信） イベント開催

フェイスブックの管理 周知・広報



あり

・地方自治法

第１００条

１２ 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又

は調整を行うための場を設けることができる。

・茅ヶ崎市議会基本条例

（市民参加）

第８条 議会は、議会活動について市民に説明等を行うための議会報告会を開催するとと

もに、市民の意見を議会活動に反映することができるよう市民との意見交換の機会を設け

るものとする。

（説明責任等）

第１０条

２ 議会は、議会活動についての情報を市民に積極的に提供するものとする。

（広報広聴の充実）

第２２条 議会は、第１０条第１項の責務を果たすとともに、市政及び議会活動について

の市民の関心を高めるため、多様な手段を活用し、広報の充実を図るものとする。

・茅ヶ崎市議会会議規則

第１６８条 法第１００条第１２項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又

は調整を行うための場（次項において「協議等の場」という。）を次の表のとおり設け

る。

・茅ヶ崎市議会広報広聴委員会規程

(所掌事項)

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

 (3) 議会報告会及び意見交換会の企画、運営等に関すること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。



1 ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

会議の映像配信に関する事務

議会事務局 議会事務局

本会議や常任委員会の会議映像の配信を行います。

9月
10

月

11

月

会議映像配信業務の委託 伝票処理・契約事務
映像配信システム管理等事務 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



あり

・茅ヶ崎市議会基本条例

（説明責任等）

第１０条

２ 議会は、議会活動についての情報を市民に積極的に提供するものとする。

（広報広聴の充実）

第２２条 議会は、第１０条第１項の責務を果たすとともに、市政及び議会活動について

の市民の関心を高めるため、多様な手段を活用し、広報の充実を図るものとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

政策討議に関する事務

議会事務局 議会事務局

市政に関する重要な政策又は課題について、議会としての共通認識の醸成を図るため、各

常任委員会において討議の機会を設けます。

先進事例の調査 現場調査・訪問

9月
10

月

11

月

政策討議の資料等の作成 事務作業全般
討議（調査研究） 常任委員会

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

政策提言 常任委員会



あり

・茅ヶ崎市議会基本条例

（政策討議）

第１５条 議会は、市政に関する重要な政策又は課題について、議会としての共通認識の

醸成を図るため、討議の機会を設けるものとする。

第１６条

２ 委員会は、その所管に属する事務について、積極的に調査研究を行うものとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

全員協議会の運営に関する事務

議会事務局 議会事務局

市政に関する重要事項等について協議すること及び市政に関する執行機関からの報告を受

ける全員協議会の運営を行います。

9月
10

月

11

月

会議招集・通知作成 通知等発送
日程等資料の作成 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



あり

・地方自治法

第１００条

⑫ 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は

調整を行うための場を設けることができる。

・茅ヶ崎市議会会議規則

第１６８条 法第１００条第１２項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又

は調整を行うための場（次項において「協議等の場」という。）を次の表のとおり設け

る。

・茅ヶ崎市議会全員協議会規程

（趣旨）

第１条 この告示は、茅ヶ崎市議会会議規則（昭和４２年茅ヶ崎市議会規則第１号）第１

６８条第２項の規定に基づき、全員協議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ＩＣＴ活用推進協議会の運営に関する事務

議会事務局 議会事務局

議会におけるＩＣＴの活用及び推進に関する事項について、協議、調整等を行うＩＣＴ活

用推進協議会の運営を行います。

先進事例の調査研究 事務作業全般

9月
10

月

11

月

会議招集・通知作成 通知等発送
日程等資料の作成 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

議員のタブレット端末操作補助 事務作業全般
関係例規改正の検討 事務作業全般



あり

・地方自治法

第１００条

１２ 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又

は調整を行うための場を設けることができる。

・茅ヶ崎市議会会議規則

第１６８条 法第１００条第１２項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又

は調整を行うための場（次項において「協議等の場」という。）を次の表のとおり設け

る。

・茅ヶ崎市議会ＩＣＴ活用推進協議会規程

（趣旨）

第１条 この告示は、茅ヶ崎市議会会議規則（昭和４２年茅ヶ崎市議会規則第１号）第１

６８条第２項の規定に基づき、ＩＣＴ活用推進協議会（以下「協議会」という。）の所掌

事項、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■
4 ■ ■
5 ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

議会法務に関する事務

議会事務局 議会事務局

議会議案（条例案等）の作成や予算修正（案）などの作成を行います。

予算修正（案）の作成 事務作業全般

9月
10

月

11

月

条例等（案）の作成 事務作業全般
意見書・決議（案）の作成 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

市議会関係例規類集の作成 事務作業全般
要綱の制定・改正 事務作業全般



あり

・地方自治法

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

 (1) 条例を設け又は改廃すること。

 (2) 予算を定めること。

第９７条

２ 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公

共団体の⾧の予算の提出の権限を侵すことはできない。

第９９条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき

意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

第１１２条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議

案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。

２ 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の１２分の１以上の者の

賛成がなければならない。

３ 第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

・茅ヶ崎市議会基本条例

（議会事務局）

第１９条 議会は、議会の政策立案機能の向上のため、議員の政策立案活動を補助する議

会事務局の調査及び法務に関する機能の充実を図るものとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

議会図書室の管理運営に関する事務

議会事務局 議会事務局

議会図書室の管理運用及び図書の整備を行います。

9月
10

月

11

月

図書の選定及び発注 伝票処理・契約事務
図書、資料等の整理及び管理 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



あり

・地方自治法

第１００条

１９ 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前２項の規定により送付を

受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。

２０ 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。

・茅ヶ崎市議会基本条例

（議会図書室）

第２０条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書、資料等の充実を図

るものとする。

２ 議会図書室は、議員の利用のほか、一般の利用に供する。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

各種資料の作成等に関する事務

議会事務局 議会事務局

各種資料の作成、収集及び保管を行います。

全国市議会依頼資料の作成 事務作業全般

9月
10

月

11

月

調査資料の作成 事務作業全般
会議要覧の調製 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

先例集の作成 事務作業全般
議会運営の手引きの作成 事務作業全般



あり

・茅ヶ崎市議会基本条例

（議会事務局）

第１９条 議会は、議会の政策立案機能の向上のため、議員の政策立案活動を補助する議

会事務局の調査及び法務に関する機能の充実を図るものとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

照会及び回答に関する事務

議会事務局 議会事務局

各市議会等への照会及び回答などを行います。

9月
10

月

11

月

各市等への照会及び回答 事務作業全般
議員資料請求 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



あり

・茅ヶ崎市議会基本条例

（議会事務局）

第１９条 議会は、議会の政策立案機能の向上のため、議員の政策立案活動を補助する議

会事務局の調査及び法務に関する機能の充実を図るものとする。


